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はじめに

　西欧諸国において福祉国家の変容に関する議論が始まって久しいが，東ア

ジアや東欧，ラテンアメリカや南アフリカなどの新興国，アフリカやアジア

の開発途上国においても社会保障制度の変容が注目されるようになっている。

そのひとつが貧困緩和を目的とした現金給付政策の重要性の増大である。新

興国や開発途上国の多くで，経済のグローバル化や新自由主義政策の採用を

起因とする経済・社会の変容，また政治の民主化を背景に，貧困緩和政策の

あり方が変容している。貧困緩和の手段として，現金給付政策が1990年代頃

から地域を越えて重要性をもつようになってきた。

　本書の目的は，貧困緩和政策の中心を占めるようになった各国における現

金給付の性格と，それがなぜどのように形成されたのかという点を検討する

ことにある。現金給付政策にはさまざまなタイプがあり，そのなかにはさま

ざまな理念や目的がこめられている。本書でとりあげる諸国は，一人当たり

国内総生産が 1万ドル前後の新興国であり現金給付政策が一定程度普及して

いる事例としてアルゼンチン，ブラジルと南アフリカ，貧困緩和政策の財源

の主要部分を海外からの援助に依存する開発途上国の事例としてエチオピア，

一人当たり国内総生産が 2万ドルに達し急速に社会保障制度が整備されつつ
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ある新興国の先行事例として韓国，共産主義政権時代に労働と結び付いた社

会保障制度が整備され，民主化以降制度改革がなされた事例として中東欧の

ヴィシェグラード諸国（チェコ，ハンガリー，ポーランド，スロヴァキア）か

らなる。これらの事例研究をとおして非西欧圏の新興諸国等における現金給

付政策の性格とその政策制定の経緯を確認することができる。序論では，ま

ず貧困緩和政策において現金給付が重視されるようになった背景に触れ，現

在行われている現金給付を類型化する。つづいて，そうしたさまざまな現金

給付政策がいかにして制定されたのかという点を政治学視点から分析するた

めに本書で用いる方法に関して検討し，最後に本書の構成を示す。

第 1節　なぜ現金給付に注目するのか

　西欧諸国ではケインズ型福祉国家の限界，それに替わる新自由主義のアイ

ディアの浸透とその政策導入等による福祉国家の変容，またポスト新自由主

義期の新たな福祉国家の出現が語られている。イギリスでは，ビバレッジ・

システムの社会保険が貧困を除去し得ないことが明らかになると，救貧を目

的とした資力調査つきの現金給付が重要性を増した。サッチャー政権の登場

とともに現金給付の支給条件が厳格化され，資力調査や裁量に基づく給付，

労働倫理の強化が強調されるようになった（フィッツパトリック 2005, 26-27）。

　クレイトンらは，イギリスとスウェーデンの社会支出の推移分析から，

1980年代と1990年代ではサービスの提供から所得移転へ，また所得移転では

社会保険から社会扶助への移行がみられるとしている（Clayton and Pontusson 

1998, 90）。同様にディチは，1980～1990年代の欧米諸国政府や国際機関にお

ける社会保障費の高騰等をめぐる議論から，社会保険を縮小して社会扶助に

換えるべきであるという議論と，社会扶助のなかでもより厳格な適格性を求

めるもの，より就労を求めるもの，また予算の支出を制約する傾向があるこ

とを見い出している。そうした背景には，失業，不安定雇用や女性労働の増
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加，また新しい貧困の登場などの要因があるとする（Ditch 1999, 119）。1990

年代になると，社会保障制度全体として，社会保険から社会扶助へ重点が移

行していることが指摘されている。他方，ジェンソンによると，1990代中頃

以降の福祉国家の変容は，社会的投資という言葉で括られるとする。社会的

投資とは，社会政策への支出をコストではなく人的資本形成のための投資と

みるもので，この視点に立った政策の内容は，子どもに焦点を当てつつ就労

にも配慮するもの，また人的資本への投資に焦点を当てつつ世代間の負の連

鎖を断ち切ることに配慮する（Jenson 2012, 38-39）というものである。

　こうした，従来型の福祉国家の限界と新たな社会政策の模索は，西欧とほ

ぼ同時並行的にラテンアメリカや中東欧諸国，韓国でもみられた。ラテンア

メリカではインフォーマル労働者を対象とした社会保険中心の社会保障制度

の限界が1980年代経済危機を経て明らかになった（Usami 2004, 137-141）。中

東欧諸国では国家が雇用を保障し，就労と結び付いた社会保障制度は社会主

義崩壊とともに変容を迫られた（仙石 2010）。ラテンアメリカの場合，1980

年代経済危機と1990年代の新自由主義経済政策導入により雇用がいっそう不

安定化し，また貧困の解消が進まなかったことから，インフォーマルセク

ターを対象とした直接的支援が実施されるようになり，その中心に条件付現

金給付政策が位置している。条件付現金給付とは，貧困の連鎖を断ち切るた

めに若年層を対象とし，人的資本の蓄積を目的とした新たな世代の開発プロ

グラムであり，子どもを学校に通わせるとか，定期的に保健所に連れて行く

などの人的資本への投資を条件として貧困家庭に現金を給付するものである

（Rawling and Rubio 2003, 3）。人的資本への投資をとおして長期的に貧困問題

へ対処しようとする条件付現金給付（de la Brière and Rawling 2006, 6）は，上

述の社会的投資の視点をもつものであるといえよう。中東欧諸国でも，社会

主義福祉国家では想定されていなかった貧困や失業等へのリスクに対応する

制度が構築されていった。韓国でも，IMF危機以降の新自由主義政策のも

とで雇用の非正規化が一段と進んだことを背景に，最低生活保障制度が整備

されてきた。
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　また，社会的保護というアイディアも，貧困削減と関連して注目されるよ

うになった。スレイターは近年，開発途上国や先進国の援助機関にとっても

さまざまな種類の現金給付が貧困削減のための社会的保護の主要手段となっ

てきていると指摘している。そこでは人的資本と物的資本の同時構築がめざ

され，階層と世代間の平等がめざされているとしている（Slater 2011, 250）。

また，社会的保護の概念は，世界銀行のような国際機関にも注目され，その

政策のなかに取り入れられている。それにより，社会保障制度がもともと整

備されてこなかった開発途上国でも，新たな社会政策の考え方を取り入れた

プログラムが策定されることが増えた。世界銀行にとって社会的保護の概念

が重要性をもつに至ったのは，1980年代以降の共産主義陣営の崩壊，永続す

る経済危機，また開発途上国における人口高齢化の現象がみられる状況にお

いてであった（World Bank 2001, ix）。そこでは社会的保護に関して，単なる

貧困救済策にとどまらず，貧困者が生産活動を向上できるようにするための

投資とみなすべきであるとしているが，同時に財政からの移転により世界の

広範な貧困問題を解決するには財政的制約があると指摘し（World Bank 2001, 

9），支援の効率性も求めている。

　このように世界的に現金給付政策が注目されるようになった背景として以

下の点が指摘できる。第 1に，先進国や新興国では第 2次世界大戦後に成立

した福祉国家が想定していた正規雇用を対象とした社会保障制度が，失業の

長期化や雇用の非正規化のいっそうの拡大により限界に達し，社会扶助，と

くに現金給付のニーズが拡大した点である。第 2に中東欧では共産主義体制

が崩壊し，労働と結び付かない現金給付策のような新たな制度を制定する必

要性が発生した点である。第 3に，新興国や開発途上国では，先進国や国際

機関における貧困政策の転換があり，単なる救貧から貧困の原因を除去し貧

困の世代間連鎖を阻止するという社会的投資・人的資本への投資というアイ

ディアが現金給付に関連して影響力をもつに至ったという点である。第 4に，

1980～1990年代の構造調整が成長の促進と貧困削減に寄与しなかったことが

明らかになったのち，世界的に社会的保護の概念が注目されるようになった
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こととも関連している。こうした社会的保護というアイディアは，その意味

合いが異なるものの世界銀行，国際労働機構および国際連合により用いられ，

各機関の政策に反映され，世界的に影響をもつに至ったことが考えられる

（Barrientos and Hulme 2009, 441-442）。

第 2節　現金給付の位置づけと種類

　本節では，社会保障政策のなかの現金給付政策の位置づけを明らかにした

うえで，現金給付政策のデザインや目的には，さまざまなものがあることを

述べる。

　社会保障には，社会保険と社会扶助の大きくふたつのアプローチがある。

失業保険や拠出型年金制度に代表される社会保険は，加入者が支払う保険料

（拠出金）をおもな財源とし，給付は基本的に加入実績に基づき行われる。

それに対して，社会扶助はおもに税金を財源とした給付であり，本書のテー

マである現金給付はその一部である。日本では，生活保護のような，資力調

査に基づく給付を公的扶助と呼び，社会扶助という用語は，税金を財源とし

つつ資力調査を伴わない給付を指すものであると説明されることが多い（隅

谷 1992, 28）。しかし，国際労働機関（International Labor Organization: ILO）な

どでは，資力調査のあるものを含め，貧困軽減目的で行われる現金・現物給

付一般を社会扶助と呼んでおり（ILO n.d.），また本書が事例として扱う国々

においても，多くの場合，資力調査つきのスキームが社会扶助と呼ばれてい

ることから，本書においては公的扶助ではなく社会扶助という用語を使用す

る。

　現金給付政策は通常，受益者を限定するための何らかのターゲティングを

伴う。ターゲットの絞り方としては，大きく，資力調査，カテゴリーによる

限定，自己選択の 3種類が想定される。資力調査とは，一定の生活水準以下

の人々（個人または世帯）に給付対象を絞るために，所得や資産を調べるこ
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とである。カテゴリーによる限定とは，社会的に脆弱とみなされる集団，た

とえば子ども，高齢者，障害者などに給付対象を限定することである。カテ

ゴリーによる給付には，資力調査を伴うことが多いが，特定カテゴリーのな

かでは資力調査なしに普遍的に（＝全員に）給付を行う場合もある。こうし

た普遍的給付の例としては，本書がとりあげるなかでは，東欧のハンガリー

とスロヴァキアの子ども手当，また（社会保険制度との組合せという変則的な

形であるが）アルゼンチンの「普遍的子ども手当」がこれに相当する。最後

に，自己選択とは，労働を提供しなければ給付を受けられないワークフェア

のように，真に支援を必要とする人だけがプログラムに参加するよう仕向け

ることをいう。

　なお，ターゲティングを伴わず，誰もが支給対象となるような現金給付は

ベーシックインカムと呼ばれる。ベーシックインカムが制度化された国はま

だないが，政策アイディアとしては近年かなり普及してきており，新興国の

現金給付をめぐる議論においてベーシックインカムのアイディアはしばしば

参照されるようになっている（宇佐見・牧野 2013）。ベーシックインカムは，

国家がすべての市民に対して必要最低限のサービスや給付を保障する，とい

う普遍主義の考え方を究極まで突き詰めたものといえるが，ベーシックイン

カムまで行かなくとも，従来の社会保障制度から排除されてきた層にカバレ

ッジを広げていくという意味での普遍主義的な方向性は，本書がとりあげる

国々において明確に見て取ることができる。新興国や開発途上国において，

社会扶助，なかでも現金給付政策の拡大が目立つのは，それが社会保険中心

の従来の社会保障制度から排除されてきた貧困層や周辺化された層への社会

的保護を強化する手段として，有効な手段とみなされるようになったからで

ある。カテゴリーによる限定も選別の一種であるが，上述の普遍主義の考え

方に照らして，特定の年齢層に限定されていても，そのなかでは資力調査な

しに全員に給付を行うプログラムについては，本書では，（特定のカテゴリー

が対象であることを明らかにしたうで）普遍的な給付としてとらえる。

　こうした現金給付は，何を目的として行われているのだろうか。スレイ
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ターは，現金給付を，目的あるいはその機能を基準として，次の 4つに分類

している。すなわち，①消費の増加と平準化を目的とした，ターゲットを絞

るが無条件の給付，②消費の増加と平準化，および人的資本の形成を目的と

した，ターゲットを絞りかつ条件付の給付，③自己選択（self-targeting）によ

る就労と結び付いた給付，④海外送金等に公的資金を投入しニーズのある地

域のインフラ・生産活動の開発を目的とする移転，である（Slater 2011, 251）。

このうち，本書で取り扱う現金給付の事例は，①から③のいずれかに相当す

る。非西欧諸国であるが先進国型の制度をもつ中東欧，韓国の最低生活保障

型の現金給付，中東欧諸国と南アフリカの子ども手当制度は上記①に当たる。

ラテンアメリカ諸国では，人的資本形成に重点をおき，子どもの教育や保健

にかかわる条件（学校での出席率，保健プログラムへの参加など）を満たす場

合に給付を行う条件付きの子ども手当（②）が普及している（うち本書では

アルゼンチン，ブラジルの例をとりあげる）。海外からの援助に依存しているエ

チオピアでは，③のキャッシュ・フォー・ワーク（Cash for Work: CFW）およ

びフード・フォー・ワーク（Food for Work: FFW）が，緊急支援的性格の援助

から恒常的なプログラムへと転換した。

第 3節　 現金給付，とくに条件付現金給付に関する先行研究
と本書の課題

　ここでは現金給付に関する先行研究の事例として条件付現金給付に関する

先行研究を概観し，その成果と限界に関して指摘したい。現在新興諸国を中

心に広く行われている条件付現金給付は，主として教育と健康への投資をと

おして短期的かつ長期的貧困を削減することを目的としており，貧困世帯に

対する現金給付に際して，子どもや青年の人的資本の蓄積を促し，貧困の世

代間連鎖を断ち切り，家族が教育，栄養や健康に投資することを促す条件が

付される（Villatoro 2005, 98）。教育に関しては，初等教育あるいは中等教育
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の生徒をベースに支給され，支給の条件は授業への出席率がたとえば80～85

パーセント以上であることである。支給額は，学用品や交通費などの直接経

費に加えて，児童労働を行った場合の機会費用相当である。医療と栄養に関

しては，就学前の幼児，妊婦，授乳中の母親が対象である。この場合，個人

に対してではなく家族に対して食料購入のために現金が支給される。その条

件は，法定予防接種や出産に関するチェックを受けることである（World 

Bank 2006, 8-9）。

　2009年時点で条件付現金給付プログラムは，ラテンアメリカのほぼすべて

の国において実施されていた。またバングラデシュ，インドネシアおよびト

ルコでも大規模に実施され，パイロット・プログラムを含めればより広範囲

の国々で実施されるようになったが（Banco Mundial 2009, 1），世界的にみて

条件付現金給付プログラムは，依然としてラテンアメリカを中心として行わ

れているといってよい。2010年において条件付現金給付プログラムの受給世

帯はラテンアメリカ域内で2500万世帯に達し，これは域内人口の19パーセン

トに相当する。そのうち最大規模のブラジルにおけるボルサ・ファミリア

（Bolasa Família）の受給者は5200万人，次いでメキシコのオポルトゥニダデス

（Oportunidades）で2700万人， 3番目はコロンビアの行動する家族プログラ

ム（Familias en Acción）の1200万人である。また，カバー率が広いのはエク

アドルの人間開発債権（Bono de Desarrollo Humano）で，人口の44％がカバー

されている（Cechini and Madariga 2011, 107）。

　このような世界的な広まりをみせる条件付現金給付プログラムは，人的資

本に投資することを目的としたプログラムであり，それは社会的保護政策が

短期的な貧困削減から長期的なリスク低減へ転換するなかで生み出されたも

のと理解すべき（Villatoro 2005, 88）ものであるとされる。

　ラテンアメリカの条件付現金給付プログラムの効果，効率，問題に関して

は国連ラテンアメリカカリブ経済委員会や世界銀行の報告書等によりきわめ

て多くの研究がなされてきた。セチーニとマダリガによるラテンアメリカで

の経験を俯瞰した研究によると，条件付現金給付プログラムによる子どもの
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就学率向上，健康と栄養の向上や児童労働削減の効果は，それが認められる

場合とそうでない場合があることを示している。また彼らは，最近の傾向と

して以下の点を指摘している。第 1に，条件付現金給付プログラムは，当初

受給者を労働市場へ参入させることはあまり想定していなかったが，次第に

職業訓練や雇用拡大・自営業者への支援等のプログラムとの結び付きが図ら

れるようになった。第 2に，あまりに厳密な給付の条件は，普遍的権利に抵

触し，基本的人権を侵害する恐れがある。そして従来の条件の効果に関する

研究は，その条件がどこから来たのかという視点を欠いていると批判し，条

件の効果は，条件がどのように設計され，実施されたのかに依存していると

する（Cechini and Madariga 2011, 93-150）。

　プログラムの効果に関する研究とともに，対象をいかに選定するかという

ターゲティングやスクリーニングに関する研究も多くみられる。たとえば，

ダスらは，自己選択を働かせるスクリーニング・メカニズムに関しては，資

力調査が運用上また政治的に不可能な場合に有効であり，プログラムの機会

費用が対象とするグループにはプラスとなり，そのほかにはマイナスとなる

ようにしなければならないとされる。さらに条件付現金給付の効果について

も，効率的ではあるが公正性に問題があるプログラム，公正性の向上に資し

たが効率に問題があるプログラム，そして公正性と効率が両立するプログラ

ムが考えられるとする（Das et al. 2004）。

　このように条件付現金給付プログラムに関してはプログラムの効果や効率，

あるいはターゲティングに関する先行研究が多く，それに反していかに政策

が策定されたのかという政策制定過程に関する分析は少ない。条件付現金給

付プログラムの効果や効率についての研究が蓄積されてきたのは，多くのプ

ログラムにおいて，その実施の一環として，実験経済学的な手法による厳密

な効果測定が行われてきた事情によるが，ローリングとルビオは，そうした

効果測定がプログラムのあり方に与える影響として，以下の点を挙げている。

まず，効果測定の結果に基づきプログラムが修正される。つぎに，プラスの

効果が見い出されたときに効果の測定がプログラム拡大を決定させるように
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導き，さらに正確に効果測定が行われることにより政権交代に際してもプロ

グラムの継続を可能とさせる点を指摘している（Rawling and Rubio 2003, 11-

13）。彼らの主張に従えば，プログラムの効果測定によりその有効性が確認

されれば，そのこと自身によりプログラムが継続しかつ拡大するというもの

であり，こうした見方は方法論的に歴史的制度論に分類されよう。また，現

金給付プログラムの政治学的研究は，選挙の際の支持と選挙への参加に関し

ての議論がなされている。とくに，特定のグループへのプログラムの適用を

とおして政治家が支持を獲得しようとする事例が多く報告されている（Baez 

et al. 2012, 2）。このように条件付現金給付プログラムに関しての政治学的分

析は，制度の継続性やクライアンティリズムに関する研究は存在するものの，

現金給付プログラムがなぜ，あるいはいかに制定され・拡大されたのかとい

う論点に関してはあまり多くの研究がみられない。そのため，本書の課題で

あるどのような性格の現金給付政策がどのように形成されたのかという問題

を分析することは，研究史上の空隙を埋めることに資すことになる。条件付

現金給付以外の現金給付に関する先行研究も，本書の各章の先行研究の紹介

で記してあるように，その効果測定と効率性等に関する研究が中心であり，

どのようにそうした政策が制定されたのかという課題を設定した研究はきわ

めて少ない状況にある。

第 4節　本書の分析の視点

　本節では，各国における現金給付政策の形成を説明するうえで有効と思わ

れる以下の分析視点，すなわちアイディアと言説，政策の国際伝播および利

益政治を提示し，その有効な点と限界を検討したい。
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1 ．アイディアと言説

　まず本書においては，各種の現金給付政策がいかに制定されたのかという

課題に対して，アイディアが政策形成に際してもつ重要性に着目した。その

理由として広く利益政治，あるいは政権のイデオロギーのみでは現金給付政

策の形成を説明することが必ずしも十分でない状況が出現しているからであ

る。前述したように21世紀になってからのほとんどのラテンアメリカ諸国に

おいて貧困緩和策の中心として条件付現金給付策が採用された。そこでは，

右派政権から左派政権まで支持層の異なる政権，イデオロギーの異なる政権，

さらに経済発展水準の異なる国の政権において同じ骨格の政策が採用されて

いる。このことはラテンアメリカにおける現金給付政策の制定に関して，利

益政治やイデオロギーとは異なる分析視点の必要性を示していることになる。

また，1994年の民主化以降アフリカ民族会議による政権が継続している南ア

フリカにおいても，政党と社会アクター間の利益政治からの視点による分析

では現金給付政策の変容を説明しがたく，むしろ政権内部における政策アイ

ディアの政策化過程を分析することが本書の課題に沿っていると考えられる。

他方，福祉国家の再編期において注目されたピアソンらの歴史的制度論は，

制度の経路依存性に注目し制度の継続を主として説明しており（Pierson 

1994），制度形成の説明には有効といえない。また，歴史的制度論の延長線

上にあるマホーニーとセレーンの研究は，構築されている既存の制度の複雑

性やアクターの対応等により制度に漸進的変化が起こるとしている（Mahoney 

and Thelen 2010）。この理論は，すでに制度が形成されている場合にはその変

容を説明するのに適しているが，新たな制度が形成される場合には必ずしも

十分な理論とはいえない。

　そこで，本書ではアイディアや言説が政策形成において果たした役割に注

目する。バーマンは，政策形成過程の説明にアイディアを用いる場合，アイ

ディアを固定的にとらえ，政策結果を説明する独立変数として扱うだけでな
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く，そうしたアイディアがどのように形成されたか，あるいは変容したのか

を説明する（従属変数としてのアイディア）ことも視野に入れるべきであると

する（Berman 2001, 233-234）。しかし，本書では問題の拡散を防ぐために，

アイディア自体の形成にまで分析対象を広げることは避け，アイディアを独

立変数としてとらえ，それが政策策定に及ぼす影響を考察することとする。

シュミットによるとアイディアの定義は多岐にわたっているが，政治学にお

いてそれは次の 3段階の要素から構成されるとみなす傾向があるとする。す

なわち，⑴個別の政策，⑵政策を策定するための青写真となる一般のプログ

ラム，⑶価値や原則を体系づけ，政策とプログラムを補強する公共哲学であ

る。⑴の個別具体的プログラムから⑵，そして⑶になるにつれて抽象度が上

がり，それぞれ討議される場も異なってくる。このうち，⑴個別の政策と⑵

一般のプログラムは日常のさまざまな場で出会う前線に位置し，それらが討

議されるのに対し，⑶の公共哲学は，危機時を除きあまり関心を集めない後

背に位置するとみなされている（Schmidt 2008, 305-306）。アイディアを政策

策定上の有力な要因とみなす論者にブライスがいる。1930年代と1970年代の

米国とスウェーデンを事例として危機を分析したブライスは，アイディアを

政治資源とみなし，制度形成で重要な役割を果たすとする。そこでは，深刻

な危機的な状況のとき，アイディアは危機の実態や原因を特定し，それを克

服するための同盟形成を可能とさせ，また既存の制度を非正統化し，新たな

制度の青写真を提供するとされる（Blyth 2002, 37-42）。

　しかし，本論で扱う現金給付政策に関するアイディアは，シュミットの示

す政治学におけるアイディアの主として第 1段階や第 2段階に相当するもの

である。とはいえ，本書で言及されるベーシックインカムや人的資本への投

資のなかの基礎となるアイディアのなかには第 3段階の公共哲学に属すもの

があり，それが具体化したプログラムになると第 2段階とみなすことができ

る。いずれにせよ，本書で扱うベーシックインカムや人的資本への投資とい

ったアイディアは，経済・社会構造を根本的に転換させるようなブライスの

想定するレベルには達していない。すなわち本書では，特定の政治経済的な
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状況のなかで，アイディアが特定の政策を形成するうえでもひとつの要因と

して機能している場合があることを明らかにする必要がある。

　現金給付政策に関してアイディアを重視する理由として，福祉政治の分野

で比較的多用されている分析手法である歴史的制度論では必ずしも十分に説

明できないからであると述べた。とはいえ，制度論の枠内でシュミットはア

イディアや言説を制度論のなかに組み込み，言説的制度論を提唱している。

彼女によるとアイディアは言説のなかに表現され，両者は相互に影響しあう

存在であると規定する。そして特定の言説のあり方が，特定の政治制度のな

かで政策形成において影響をもつとする。その意味で，言説的制度論は，ア

イディアや言説と制度を組み合わせることにより，新たな政策の形成を説明

することができる。また，彼女は，言説的制度論が他の新制度論等の方法論

と相互補完的である点も強調している（Schmidt 2008）。シュミットの手法も，

アイディアと言説を分析するという意味で広く社会構築主義的領域に属する

手法といえる。他方，ラテンアメリカにおける現金給付政策のように実質的

にコーポラティズムがある国家とそれが存在しない国家においても同様の政

策が導入されているのはなぜかという問いに答えるには，シュミットの手法

でも限界がある。

2．政策の国際的伝播

　アルゼンチンやブラジルのような新興国においても，またエチオピアのよ

うな後発開発途上国においても国際機関，外国政府や海外援助機関で採用さ

れている政策が当該国において採用される場合が多い。とくに，本書でとり

あげるエチオピアのような最貧国の事例では，財政的あるいは官僚機構の未

整備等の理由から現金給付政策等の社会扶助政策は，外国政府や援助機関の

政策枠組みを国内に移転した場合が多い。そこで注目されるのが政策の国際

伝播の研究である。現金給付政策に関するアイディアは，本研究会で分析対

象とする国の外からもたらされたものが多い。ドビンらは，政策の国際伝播
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研究には，社会構成主義，強制理論，競争理論および学習理論の 4つの潮流

があると整理している（Dobbin, Simmons and Garrett 2007）。これらの 4つの潮

流も相互に排他的とみるよりも補完的であるとみるべきであろう。

　政策，あるいはそこに内在するアイディアの国際的伝播をトレイスするう

えで，ドロウィッツとマーシュによる政策の海外からの移転に関するモデル

は，便利なフレームワークを提供してくれている。そこでは，⑴なぜアク

ターが移転に関与するのか，⑵誰が政策移転に関与しているのか，⑶何が移

転されるのか，⑷どこから政策が導き出されるのか，⑸政策移転の程度はど

のくらいか，⑹政策移転にはどのような促進要因あるいは阻害要因があるの

かという 6つの問いが出されている（Dolowitz and Marsh 2000, 8）。彼ら自身

も述べているように，これらの問いに答えることは，いかに政策が制定され

たのかという過程を追うことの目安になる。さらにフィネモアとシキンクは，

規範の国際的伝播とその国内への定着の分析枠組みを提示しており，ドロウ

ィッツとマーシュ・モデルを補完する分析枠組みといえる（Finnemore and 

Sikkink 1998, 896-905）。これらの，政策の国際的伝播の研究は，主として海

外で生まれた政策アイディアがどのように一国内に定着するのかを分析する

ための明確な分析枠組みを提供してくれている。しかし，政策の国際的伝播

では政策アイディアのたどる道筋は明らかになるものの，なぜそれが特定の

国で政策として定着したのかを説明することはできないという欠点ももって

いる点に留意する必要がある。

3．利益政治

　アイディアや言説が有効な分析手段となるのは，利益政治等の手法では十

分な説明ができない諸国の政策制定過程の場合であることはすでに述べた。

このことは逆に，特定のイデオロギーをもった政党とその政策，あるいは政

党とその支持層の関係が明白な場合，政党と主要な社会のアクターによる利

益政治の視点が政策策定を説明するうえで有力な手法であることを示してい
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る。本書における中東欧諸国の事例では，こうした政党や主要社会アクター

のイデオロギーと利害関係がかなりの程度明らかであり，アイディアや言説

を分析の視点に取り入れなくても，利益政治の視点から現金給付政策の変容

を説明することは可能である。

　それでは，利益とアイディアはどのような関係にあるのであろうか。アイ

ディアと利益に関してブライスは，対象が高度に特殊性を帯びた不確実な状

況では，エージェントの利益は推測や構造的位置では示されず，エージェン

ト自身が不確実性の原因に関して抱くアイディアとの関連においてのみ確定

すると論じている。彼は不確実性のある状況では，利益を必要なアイディア

と関係したものとみなすべきであると主張している（Blyth 2002, 26-34）。ブ

ライスは危機的な状況における利益とアイディアの関係を示しているが，危

機的な状況ではない場合に両者の関係はどのようにみるべきであろうか。

　言説的制度論を提唱するシュミットによると，合理的制度論ではいかに選

好が形成され，それが変化したのかという問題が未解決であり，その解決手

法としてアイディアに回帰することがあるとする。その場合，アイディアは

客観的・物資的利益で説明できないときのみ利用されるとみている。しかし，

これに対して彼女はヘイを引用して，アイディアと利益の不可分性を主張し

ている（Hay 2006）。そのうえで，利益に基づく行為は確かに存在しているが，

その利益にはアイディアが含まれていると考えている（Schmidt 2008, 317-

128）。

　言説的制度論を提唱するシュミットが繰り返し指摘しているように，アイ

ディアや言説は特定の政策形成を説明する唯一の方法ではなく，他の方法論

と補完関係にあることを最後に指摘しておきたい。この補完関係にはつぎに

述べる二通りの補完関係がある。そのひとつは，アイディアや言説のなかに

利益が含まれ，それが制度と影響しながら政策形成に至るという補完関係で

ある。 2番目は，利益政治，あるいは歴史的制度論で説明可能な部分がすで

に存在し，両者では説明できない部分をアイディアや言説が説明するという

補完関係である。本書での中東欧の事例は後者の立場に該当し，当該地域の
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現金給付政策に関しては利益政治で説明が可能であるとするものである。

おわりに

　上記の課題を明らかにするために，本書は以下のような構成をとる。第 2

章から第 4章ではアルゼンチン，ブラジル，および南アフリカといった中所

得国で，一定規模の現金給付制度が制定されている新興国を，第 5章ではエ

チオピアという最貧国で社会扶助の多くを外国政府，国際機関や海外援助機

関に依存している事例を，そして第 6章と第 7章では韓国や東欧といった前

記新興諸国や最貧国と比べて経済が発展し，社会保障の整備が比較的進み現

金給付政策が広く実施されている事例を分析する。

　第 1章のアルゼンチンの事例では，インフォーマルセクターを対象とした

「普遍的子ども手当」の制定に際し，海外から導入されたベーシックインカ

ムと人的資本への投資というアイディアがいかに定着し，それがどのように

政治的資源として制度形成を促したかに関し検討を行っている。第 2章のブ

ラジルの事例では，ボルサ・ファミリアに代表される条件付現金給付政策拡

大の過程を言説的制度論の視点から分析している。第 3章の南アフリカの事

例では，子どものいる世帯を対象とした社会手当の拡大に関して，専門家間

におけるいくつかのアイディアが相互に影響しあいながら制度が形成される

過程を分析している。第 4章のエチオピアの事例では，外国援助によるワー

クフェア的な食料給付あるいは現金給付プログラムに関して，海外における

援助についてのアイディアの国際的伝播を強制の概念と構築主義的メカニズ

ムを軸に分析している。第 5章の韓国では，現金給付政策が急速に整備され

改革されている。そこでは，非正規労働者が拡大するなどの条件のもとで海

外からのアイディアが国内に導入され，より幅広い層へ現金給付が拡大され

ている過程を分析している。第 6章の中東欧のヴィシェグラード諸国（チェ

コ，ハンガリー，ポーランド，スロヴァキア）の事例では，最低生活保障給付
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と子ども手当に関する分析をまず利益政治の視点から分析し，その後にアイ

ディア的要素での説明の可能性を探っている。最後の終章では，本書で得ら

れた知見と残された課題を示す。
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